
柱３ 地域とともに築く、安全なくらし 
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施策群⑤ 区民の命や財産を守り、くらしの安全を確保する 
 

施策⑤－２ 食品等の安全確保と生活環境の維持・改善 
 

 

 

 

  

【現状と課題】 

食品・水・薬品等の管理に係る指導の徹底や検査体制の確保、区民への意識啓発を

行ってきた結果、区民生活に係る衛生状態の確保は概ね達成できています。一方、大

気汚染についてはＰＭ２.５や光化学スモッグ等の課題が残っており、感染症問題につ

いては蚊媒介感染症や狂犬病など国外から持ち込まれる可能性の高い疾患の発生によ

る危険性も存在します。こうした課題の未然防止と発生時の対応策の検討に加え、法

令に定められた基準を満たすための対策等の推進が重要です。また、区民から通報や

相談があった際には、迅速な対応や連携等により、良好な生活環境の維持・改善を図っ

ています。しかし、工場等の公害を対象とした従来の規制手段では、解決が困難な相

隣関係に伴う騒音等の苦情が増えています。加えて、不法投棄は減少傾向にあるもの

の解消には至っていません。いわゆるごみ屋敷についても、高齢化に伴う単身世帯の

増加や地域での孤立化を背景に、増加が懸念されます。今後は法令に基づく規制・指

導に加え、専門機関との連携や地域による見守り等による適切な対応が必要です。ま

た、アスベスト飛散防止や土壌汚染対策等による健康被害の未然防止については、事

業者自身の取組みが不可欠です。 

  

【施策指標】 

指標名 
現状値 

(H27年度) 

中間目標値 

(H32年度) 

目標値 

(H36年度) 

①食品・水・薬品及び関連施設等の検査適

合率 
94% 97% 100% 

②工場等に対する公害苦情相談件数 

※低減目標 
305件 262件 232件 

（指標とする理由） 

  ①食品・水・薬品等の安全が確保されている状況を測ることができるため。 

  ②工場等に対する苦情の減少により、生活環境の改善状況を測ることができるため。 

【主な事務事業】 

・食品衛生営業許可監視指導事業 

・食品・水・室内空気等検査事務 

・環境保全対策事業  

■施策の方向（目標） 

食品や水、薬品等の安全確保を図ります。また、騒音や大気汚染、土壌汚染などの

生活環境被害の防止を図るとともに、ごみ屋敷対策や不法投棄対策を進めます。 
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施策⑤－２ 食品等の安全確保と生活環境の維持・改善   

■ 施策の方向（目標） 
   食品や水、薬品等の安全確保を図ります。また、騒音や大気汚染、土壌汚染やアスベ 

ストなどの生活環境被害の防止を図るとともに、ごみ屋敷対策や落書き対策、不法投棄 
対策を進めます。 
 

■ 現状 
  良好な生活環境を維持するために 
  ・ 大気汚染防止法、土壌汚染対策法が改正され、事業者の責務が強化されたこともあ

り、事業者に対する公害苦情相談に比べ、近隣トラブルの相談が増えています。 
  ・ ごみ屋敷問題は、関連機関と連携し、様々な手法で粘り強く取り組んだ結果、相談

を受けた約８割を解決しています。 

  ・ 落書き１１０番を開設し、民有地の落書き消去を支援しています。 
  ・ パトロールや看板の設置、防犯カメラ型センサーライトの貸し出し、通報協力員な

どの不法投棄対策を進めた結果、不法投棄数はピーク時の平成２４年に比べ半減
しています。 

■ 課題 
  法改正への対応と区民・事業者等との協働・協創 

・ 大気汚染防止法、土壌汚染対策法の改正に伴う事務量の増加に適切に対応するとと
もに、事業者に適正な法令手続きを促すことが求められます。 

・ 近隣トラブルに伴う公害相談は、従来の手法での解決が難しくなっています。 
・ 高齢化に伴う単身世帯の増加や地域での孤立、老々介護などを背景にごみ屋敷が増

加する懸念があります。 
■ 今後の方針  
  区民・事業者等とともに、より良好な生活環境を実現します。 

  ・ 事務量増に対応する組織体制を整備し、法令に基づくアスベスト、土壌汚染対策を
適切に進めます。 

  ・ 当事者の相互理解、関係機関との連携強化、職員の交渉力等のスキルアップを図る
ことで、公害苦情相談の解決につなげます。 

  ・ 医療、介護、福祉等の関係機関との連携をこれまで以上に強化し、ごみ屋敷の解決
を図ります。 

  ・ 不法投棄や落書きが頻発する地区のパトロールを強化します。 
  ・ 事業者等との連携を強化して、不法投棄対策に取り組みます。   
■ 指標 
 １ 工場等に対する公害苦情相談件数（変更なし） 
   2019年度実績  348件    2024年度目標 232件    
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施策⑥－１ 地球温暖化対策の推進   

■ 施策の方向（目標） 
   温室効果ガスの排出を削減する「緩和」と、気候変動による影響を回避・軽減する「適 

応」の両面から対策を進めます。あわせて、区民等への啓発や環境学習機会の提供によ 
り、環境保全のための行動を促します。 

■ 現状 
  増え続ける温室効果ガス、深刻化する影響 
  ・ 大気中の二酸化炭素濃度は増え続け、気候の変化による影響が区民生活にも出てい

ます。 
  ・ 今世紀末の気温上昇を産業革命前に比べ２℃以内にするため、世界各地で緩和と適 

応に取り組んでいます。   
  ・ 区内の家庭部門のエネルギー使用量は、人口が増える中でも減少傾向にあり、再生

可能エネルギーの導入容量も着実に増加しています。 
  ・ 地球温暖化以外にもプラスチックごみによる海洋汚染や生物多様性の喪失など、深

刻な地球環境問題が生じています。  
■ 課題 
  将来の地球環境のための行動への転換 
  ・ 節電や節水など省エネルギーを心がけている区民の割合は、東日本大震災震災直後 

は７０％近くに達しましたが、その後は低下し、中でも若年層が低くなっています。 
  ・ 気候変動適応法が施行され、地域特性に応じた適応の取組みが求められています。  
  ・ 将来の地球環境を意識して行動する区民・事業者等（＝「ひと」）を増やす必要が 

あります。 
  ・ 環境イベントや環境学習の参加者の行動がどのように変化し、その後、定着したか

を把握することが課題です。  
■ 今後の方針  

  地球環境を意識する地球にやさしい「ひと」を増やし、環境行動を広げます。 
  ・ 地球環境の現状と将来についてわかりやすく啓発し、日々の行動が将来の地球環境

につながることの理解を深めます。 
  ・ 二酸化炭素の排出抑制により有効な形で、助成制度を継続します。 
  ・ 啓発イベントや環境学習プログラムは、従来の方法に加え、新型コロナウイルス感

染症対策を考慮した新しいスタイルでも実施していきます。 
  ・ 特に若年層が将来の地球環境を意識できるように、効果的な啓発に取組みます。  
■ 指標 
 １ （新指標）将来の地球環境を意識して行動する人の割合 
   省エネや再生可能エネルギーの取組みの背景となる地球環境への意識を区民の世論

調査で調査し、●割以上にする 
 ２ 環境のために、節電や節水など省エネルギーを心がけている区民の割合（変更なし） 
   2019年度実績  50.3％   2024年度目標  70.0％ 

 ３ 区内の再生可能エネルギーの導入容量（目標値変更） 
   すでに現行計画の 2024年度の目標値を上回ったため、目標値を変更 

    2019年度実績  37,441ｋＷ 2024年度目標 （現行）  36,000ｋＷ 
                         （新目標） 43,000ｋＷ 
 
 



施策⑥－２ 循環型社会の構築   

■ 施策の方向（目標） 
   循環型社会の構築に向けて、ごみの発生抑制、資源利用への転換、廃棄物の適正処理 

を進めます。 
■ 現状 
  ごみ量は減少も、目標達成にはもう一歩 
  ・ 区民一人あたりのごみ排出量は減少傾向にある一方、事業系持込ごみ量は横ばいの

状態です。 
  ・ 区の資源回収量は増え、地域団体等の集団回収量は減っています。 
  ・ レジ袋有料化により、プラスチック削減の機運が高まりましたが、新型コロナウイ

ルス感染症対策で、使い捨て容器を使う機会が増えています。 
  ・ 食品ロスの削減の推進に関する法律が制定され、社会全体で食品ロスを減らす取組

みが求められています。      
  ・ 緊急事態宣言下においても、感染防止対策を講じ、ごみの収集運搬業務を継続しま

した。   
■ 課題 
  求められるより高度な資源化とごみ減量 

・ 燃やすごみの中に、資源となる紙類やまだ食べられる未利用食品が含まれており、
分別と「もったいない」の意識を高めることが求められます。 

・ 木製家具や布団など資源化品目を増やしてきましたが、新聞・雑誌の減少や古紙の
価格低迷などの影響もあり、資源化率が伸び悩んでいます。 

・ 新型コロナウイルス感染症対策の「新しい生活様式」では在宅時間が増えることが
見込まれ、家庭のごみ減量の取組みを強化する必要があります。 

・ 区民生活を支えるライフラインとして、感染症の拡大や災害時においても、安定的
にごみ収集業務を行う体制を構築することが必要です。 

■ 今後の方針  
  区民の協力と事業者との連携により、循環型社会を目指します。 
  ・ 「混ぜればごみ、分ければ資源」をわかりやすく周知し、紙類を重点に分別の徹底

を図ります。 
  ・ 「新しい生活様式」の中、ごみの減量に効果的な啓発を進めます。 
  ・ 事業者との連携で新たな資源化手法を検討し、資源化率の向上につなげます。 
  ・ 地球環境と世界の食糧問題の視点に立って、区民・事業者との連携により、食品ロ

スや使い捨てプラスチックの削減を進めます。 
  ・ 引き続き、廃棄物の適正処理を安定的・計画的に進めます。  
■ 指標 
 １ 区民一人一日あたりの家庭ごみ排出量（変更なし） 
   2019年度実績  533ｇ    2024年度目標 470ｇ    
 ２ 資源化率（目標値変更） 

   2019年度実績  19.05％   2024年度目標 （現行） 27.0％ 
                          (新目標) 21.5％ 
 ３ 区内のごみ量（目標値変更） 

（区収集ごみ量＋事業系持込ごみ量） 
    2019年度実績  ●ｔ     2024年度目標 （現行） 158,400ｔ 
                          （新目標）159,400ｔ 
   いずれも一般廃棄物処理基本計画に合わせて目標を修正 
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